
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハートンは、みんなに「やさしさと思いやり」の心を持ってもらうため、いつも笑顔で溢れる愛を届けてい

ます。イベントへの参加や広報物へ登場することで、以下の活動を応援します。 

（１）公益的活動の推進 

（２）兵庫区及び区内各地域のＰＲ 

（３）区への愛着や親しみを高めるとともに、区のイメージを区内外に発信 

 

 

許諾した兵庫区シンボルキャラクター「ハートン」の画像及び着ぐるみが写っている写真など。 

 

 

許諾の日から1年以内。 

 

 

原則、無料。 

 

 

「ハートン画像利用申請書」に必要事項を記入し、キャラクター画像を利用する媒体の企画書・レイアウト・

スケッチ・原稿等を添付して、【兵庫区まちづくり課】へ提出してください。 

※ 申請の受付は、すなわち許諾したことを意味するものではありません。「ハートン画像利用許諾書」の送付

をもって許諾をしたものとします。 

 

 

  

ハートンについて 

利用できる画像 

利用期間 

利用料 

利用方法 

神戸市兵庫区シンボルキャラクター 

「ハートン」画像利用の手引き 
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